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Ⅰ.はじめに

特別な教育的支援の必要な子どもとその保護者等に対して,早期から生涯にわたって一

貫した相談支援の必要性がある｡ 近年,養護学校においてもそれぞれの学校で教育相談に

取り組み,地域での相談支援のシステムづくりが進められている｡

長崎大学教育学部附属養護学校では,平成 9年 2月の ｢特殊教育の改善 ･充実について

(第 1次報告)｣を受けて,平成 9年4月から,幼児並びに児童生徒とその保護者及び療育 ･

教育関係者を対象にした教育相談事業を開始 した｡さらに,平成10年度より,継続的な親

子の参加を原則とした ｢教育相談室｣を開設し運用 している｡

さて,平成13年 1月に出された ｢21世紀の特殊教育の在り方について (最終報告)｣は,

教育,福祉,医療,労働等が一体となって,乳幼児期から学校卒業まで,障害のある子ど

も及び保護者等に対する相談及び支援を行う体制を整備し,盲 ･ろう･養護学校は,その

専門性や施設 ･設備を生かし,地域の関係諸機関と連携し,特殊教育の相談センターとし

ての役割を果たすことの重要性を提言 している｡ また,平成14年12月には ｢新障害者基本

計画｣及び ｢重点施策実施 5カ年計画｣が制定され,教育 ･育成の分野では,地域におけ

る一貫 して効果的な相談体制の整備や盲 ･ろう･養護学校が地域のセンター的役割を果た

すことなど基本的方向を定めている｡ 平成15年 3月には ｢今後の特別支援教育の在り方に

ついて (最終報告)｣が出され特殊教育から特別支援教育への転換が示された｡

現在,特別支援教育への転換が進展しているが,本研究は,本校で行ってきた従来から

の教育相談システムについての見直しをし,地域と利用者のニーズに応えることができる

教育相談 システムの在り方について検討する｡

Ⅱ.本校における教育相談活動

本校では,図 1に示すプロセスに基づいて ｢教育相談｣と ｢教育相談室｣という二っの

形態で教育相談活動を実施している (田中,2004)｡

1.教育相談

(1)相談日程 :随時

*長崎大学教育学部 日長崎大学教育学部附属養護学校
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附属 養 護 学 校

①教育相故,教育相談室参加の希望受理

②インテークシートによる主訴の把握

③ 1回目の相談活動の実施

長崎大学
○教育学部教員
(発達心理,障害児教育)

○附属教育実践総合セン
ターカウンセラー

○学生スタッフ
○医学部･歯学部

④
相
談
の
継
続

○啓発活動

○教育相談
○コーディネート

･療育機関

･教育機関

･医療機関

･福祉機関 など

(9終結 ･アフターフォE3一

国1 本校における教育相談活動のプロセス

(2)相談対象 :幼児及び児童生徒の保護者,保育,教育,療育関係者等

(3)相談内容 :養育や学習に関する問題,生活一般に関する問題等｡相談時間約60分｡

(4)相談体制 :地域支援部門主任が総括 し,相談対象者の発達段階や相談内容に応じて,

教頭,部主事と連携 し,相談担当者を決め,相談に当たる｡

2.教育相談室

(1)相談日程 :原則として,過1回,曜日を決めて運用 し,平成16年度は年間25回実施

した｡開設時間は午後 3時から午後 5時までの 2時間である｡ 夏期休業中には, 8月

初めの週の月曜日から金曜日まで連続 5日間の ｢教育相談週間｣を設定 し,この期間

中に,保護者を対象に,地域の療育の専門家や障害のある子どもをもっ保護者等を講

師として招き,｢子育て学習会｣を実施 している｡

(2)相談対象 :発達に問題のある幼児及び児童とその保護者並びに地域の療育 ･教育関

係者等

(3)活動内容 :(彰子どもの活動 (親子遊び,自由遊び),②実態把握のための発達診断

及び評価,③保護者や療育 ･教育関係者への養育等にかかわる相談｡

(4)相談体制 :本校教育支援部地域支援部門の教員 5名,小学部 ･中学部 ･高等部の主

事,長崎大学教育学部障害児教育 コース学生スタッフから構成されている｡ 相談活動

は,地域支援部門主任が総括 し,①子どもの活動の支援は,地域支援部門教員のスー

パ ーバイズのもと,学生スタッフが行い,②発達診断及び評価,③養育等にかかわる

相談は原則として,地域支援部門主任が当たる｡

Ⅲ.｢教育相談｣の実態

1.｢教育相談｣の利用者

教育相談の利用者は,平成 9年度 8人,10年度10人,11年度31人,12年度22人,13年
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度24人,14年度34人,15年度31人,16年度17人,総計177人であった｡

利用者177人の内訳は,小学生の保護者63人 (35.6%),小学校の教員38人 (21.5%),

就学前幼児の保護者 (3歳未満児 1人を含む)33人 (19.2%),中学生の保護者10人

(5.6%),その他幼稚園 ･保育所,療育機関,福祉施設,福祉行政等の職員,高校教員,

教育学部附属教育実践総合センター臨床心理士からの相談に応じた｡

2.利用者の来談時の主訴と障害種別

平成16年度の ｢教育相談｣利用者17人の来談時の主訴は,幼稚園や小学校での対応 6

人 (35.3%),就学 ･進学 5人 (29.4%),家庭での養育 4人 (23.5%),他に発達診断,

アスベルガー障害に対する学校や保護者への理解が各 1人であった0

平成16年度の ｢教育相談｣利用者17人の障害種別は,知的障害,自閉性障害,ダウン

症各 3人,他に注意欠陥/多動性障害,アスベルガー障害,聴覚障害の疑いが各 1人,

診断を受けていない者 4人であった｡

Ⅳ.｢教育相談室｣の実態

1.｢教育相談室｣の利用者

｢教育相談室｣利用者の実数は,平成10年度12人,11年度17人,12年度 9人,13年度

6人,14年度22人,15年度18人,16年度30人,総計114人であった｡

利用者114人の年齢区分は,年少幼児 9人 (7.9%),年中幼児28人 (24.6%),年長幼

児41人 (36.0%),小学校低学年20人 (17.5%),小学校高学年11人 (9.6%)で,その他

に中学生 3人, 3歳未満の幼児 1人であった｡

平成16年度の ｢教育相談室｣利用者は実人数30人その内訳は,幼児11人 (36.7%),

小学生16人 (53.3%),中学生 3人 (10.0%)であった｡延べ人数にすると,幼児56件

(37,8%),小学生83件 (56.1%),中学生 9件 (6.1%)の計148件で,実人数及び延べ人

数ともに小学生が過半数を占めていた｡

利用者数は実人数及び延べ人数ともに,年度によって増減がみられた｡｢教育相談室｣

を開設した時,利用対象を就学前の幼児としていたため,開設年度から平成13年度まで

は,利用者はすべて就学前の幼児であった｡しかし,利用者が就学 し,小学生となり,

保護者からの継続参加の要望が出てきたため,平成14年度より,利用対象を小 ･中学生

も含めることにした｡そのため,小学生が増加し,中学生の参加もみられるようになっ

てきた｡

2.利用者の来談時の主訴と障害種別

平成16年度の ｢教育相談室｣利用者の来談時の主訴は,就学 ･進学 9人 (30.0%),

家庭での養育 8人 (26.7%),行動障害 (多動,音への過敏,集団参加,こだわり,性

器いじり) 5人 (16.7%),学校生活にかかわること5人 (16.7%),思春期への対応 2

人 (6.7%),広汎性発達障害幼児への関係職員の理解 1人 (3.3%)であった｡

また,平成16年度の ｢教育相談室｣利用者の障害種別は,広汎性発達障害 (自閉性障

害,アスベルガー障害)15人 (50.0%),ダウン症 5人 (16.7%),知的障害 4人 (13.3

%),注意欠陥/多動性障害 2人 (6.7%),甲状腺障害 1人 (3.3%),診断を受けてい

ない者 3人 (10.0%)であった｡
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Ⅴ.｢教育相談室｣利用者のニーズ把握のためのアンケー ト調査

1.調査日的

｢教育相談室｣に参加 している保護者が相談室活動をどのように評価 し,どのような

支援を希望 しているのかを把握する｡

2.調査対象と調査方法

調査は,平成17年 2月に,郵送調査法により実施 した｡

調査対象は,平成16年度 ｢教育相談室｣利用者のうち平成17年度も継続 して参加を希

望 した保護者17名で,13名より回答が得 られた (回収率76.4%)｡

3.調査内容

(1)｢教育相談室｣を利用 してよかったこと (自由回答)0

(2)｢教育相談室｣における子どもへの支援の希望 (複数選択)｡

選択項目は,①コミュニケーション･社会性にかかわる集団遊び,②自由遊び,③

運動面にかかわること,④個別の学習支援,⑤発達の評価｡

(3)保護者への支援の希望 (複数選択)0

選択項目は,①就学や進学にかかわる情報提供,②療育機関にかかわる情報提供,

③障害等に応 じた異体的な助言,④研修会 ･学習会の実施,⑤保護者同士の情報交換｡

(4)本校への要望,学習会への要望 (自由回答)0

4.結果と考察

(1)｢教育相談室｣を利用 してよかったこと

自由記述の内容を整理すると,｢教育相談室｣を利用 してよかったことは,①本人

への支援,②保護者への支援,③ きょうだいへの支援の三つに分けられる (表 1)0

本人への支援としては,障害のある子どもたちにとっては,｢教育相談室｣への参加

は,｢思いきり遊べ｣,｢楽 しい場｣となっていた｡保護者への支援として最も多かっ

表 1 相談室を利用してよかったこと

支 援 内 容 利用してよかつたこと

本人への支援 ･思い切り遊ばせてもらえ,子どもにとって楽しい場に

なっていること (7)

･家族以外の人たちと安心して過ごせたこと (1)

･夏休みも遊ぶ時間をつくってもらえること (1)
･子どもの勉強をみてもらえること (1)

保護者-の支援 養育への適切な助言 ･適切な助言が受けられたこと (9)

情報提供 ･有意義な講座や本,情報 (就学や進路など)を得られること (3)

･勉強会があること (1)

心理的援助 ･相談をすることで気持ちが安らぐこと (7)
･悩みを話せる場をもてたこと (3)

･相談しやすいこと (2)

･保護者同士の情報交換の場ができること (2)
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たことは,｢適切な助言が受けられる｣ という養育支援であり,次に ｢相談すること

で気持ちが安らぐ｣という心理的支援であった｡他に ｢教育相談室｣は,保護者にとっ

て情報交換の場としての機能を果たしていた｡また,障害のある子どものきょうだい

にとっても ｢楽 しめる場｣となっていた｡

(2)｢教育相談室｣における子どもへの支援の希望

子どもへの支援の希望として,もっとも多かったのは ｢コミュニケーション･社会

性にかかわる集団遊び｣12人 (92.3%)であった｡また,その他の項目については,

｢発達の評価｣7人 (53.8%),｢自由遊び｣ と ｢個別の学習支援｣6人 (46.1%),運

動面にかかわること5人 (38.5%)であった｡

現在,｢教育相談室｣で行っているのは,親子遊びと自由遊びであるが,保護者は

｢コミュニケーション･社会性にかかわる集団遊び｣を多 く希望 していた｡また,刺

用者の約半数が,発達の評価や個別の学習支援を希望 していた｡

(3)保護者-の支援の希望

保護者への支援の希望としては,もっとも多かったのは ｢就学や進学に関する情報

提供｣13人 (100.0%)であった｡また,その他の項目については,｢障害に応 じた具

体的な助言｣10人 (76.9%),｢保護者同士の情報交換｣9人 (69.2%),｢研修会 ･学

習会の実施｣8人 (61.5%),｢療育機関にかかわる情報提供｣7人 (53.8%)であっ

た｡

保護者にとって,本校の ｢教育相談室｣への参加の第一の目的は,本校-の就学あ

るいは進学を含め,｢就学や進学に関する情報提供｣であった｡また,｢障害に応 じた

具体的な助言｣や ｢研修会 ･学習会の実施｣の希望 も多かった｡

(4)本校への要望,学習会への要望

本校への要望としては, 6人の自由回答があった｡内容としては,療育訓練的な活

動,軽度発達障害の自己認知のための親子への心理的支援,子どもの興味に応 じたパ

ソコン指導などであった｡また,発達段階に応 じて,小学部 ･中学部 ･高等部の教員

に個別の教育相談を受けたいという要望がみられた｡

学習会への要望としては, 8人の自由回答があった｡学習会の講師として,本校の

卒業生や在校生の保護者の体験談や,障害があるにもかかわらず質の高い生活を送っ

ている本人や保護者の話を聞きたいという要望がみられた｡また,研修会の内容とし

て,思春期の子どもへの性教育に関することが要望されていた｡

Ⅵ.考察

1.利用者のニーズに応える教育相談

親子の継続参加を原則としている ｢教育相談室｣利用者のニーズ調査の結果をみると,

参加 している親子の満足度は高かったが,一方,子どもへの支援として希望 しているの

は,｢コミュニケーション･社会性にかかわる集団遊び｣(92.3%)であり,現在行って

いる ｢親子遊び｣や ｢自由遊び｣の見直しをし,活動プログラムの開発を行っていく必

要がある｡橋本 ら (2000)は,知的障害養護学校幼稚部での早期教育相談として 3歳児

2名に対 して,①月 1回程度の幼稚部授業への体験学習,②親子の個別面談指導,③親

のグループカウンセリングを実施したところ,発達年齢,集団適応,言語 ･コミュニケ-
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ションの上昇を認め, 3つの相談指導の形態が相互に補完 しあい,対象児の発達変容と

親への育児支援に有効であったと報告している｡ 本ニ-ズ調査では,保護者-の支援と

して,｢障害に応じた具体的な助言｣,｢保護者同士の情報交換｣の希望が多かった｡ニ

ズ調査の結果を参考に,現状の相談室の活動プログラムや保護者への支援の内容を見直

し,全体をシステム化していくための検討が課題である｡

保護者への支援の要望では,利用者全員が ｢就学や進学に関する情報提供｣を希望し

ていた｡子どもの成長 ･発達に大きく影響を与えていく学校教育の場の選択と決定は,

保護者にとっても,関係者にとっても重要な課題である｡ 利用者一人一人に適正な就学

や進学のための相談支援を行うためには,相談室活動を通 して行動観察,発達検査にも

とづくアセスメント等が必要である｡ さらに地域の小 ･中学校や盲 ･ろう･養護学校に

関する情報とネットワークの構築が必要となってくる｡

利用者は本校の教育相談に何を求めているのか,利用者のニーズに応える教育相談を

構築していく必要性を痛感する｡

2.相談活動を充実させる学生スタッフと大学教員の専門性

｢教育相談室｣スタッフとして,教育学部障害児教育コースの学生が参加しているが,

本校は,附属学校として,学生に臨床経験の場を提供することにより,将来の人材育成

を行うという使命が求められている｡今後は,ケース検討会等を通して,大学教員や本

校地域支援部門の教員が学生にス-パーバイズを行うとともに,集団活動のプログラム

の計画など,学生が主体的に ｢教育相談室｣の活動に参加 していけるような連携のスタ

イルを考えていくことも検討 してみたい｡

また,附属学校としての特性を生かした大学教員との連携を積極的に推進していくこ

とは,相談活動の質を向上させ,地域へのネットワークを広げていくことになる｡ 木谷

ら (2002),松村 (2004)は,附属養護学校の教育相談のシステム化やセンター的機能

として,専門家としての大学教員のバックアップ体制の意義と,その専門家がもつネッ

トワークの活用と構築について提言 している｡

3.地域における一貫した相談支援体制とネットワーク構築

相談活動には,子どもの発達に合わせた一貫性,継続性と関連諸機関との連携が求め

られる｡ 後上 (2004)は,相談活動は点の相談ではなく,線の相談となり,そして様々

な分野 ･領域からの支援を同時に受けられる面の相談となっていくのが,あるべき姿で

あろうと述べている｡

一貫性と継続性のある相談支援活動を行っていくためには,地域の関係機関とのネッ

トワークを有効に機能させながら,関係機関の役割分担を明確にする必要がある｡ その

上で,学齢期の教育機関である本校が,どのような役割を引き受けることができるのか,

本校のセンター的機能を果たしていく上で,具体的な方策を検討していきたい ｡

付 記

本稿は,平成16年度長崎大学高度化推進経費研究プロジェクト｢地域ネットワークを生

かした相談システム構築の試み｣(研究代表者 :相川勝代)の中の研究成果の一部である｡
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